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町内会のはなし 

 厚別中央地区には、現在 9 の町内会が
あり、住民が協力して地域社会を支えあ

っています。本号から 3 回に分けて、「町
内会」を特集します。  
 
2 級村時代 

厚別における町内会の歴史は、明治 35
年まで遡ることができます。  
明治 16 年、厚別に開拓の鍬が入れら
れてから 10 年ほどの間に、厚別駅周辺
ほか各地に、小規模ながら集落が形成さ

れるようになりました。この集落が基礎

となり、明治 35 年、２級町村制（※）
の施行とともに、白石村に 15 の「部」
が設けられます。現在の町内会（当時は

「部落会」と呼称）の原形は、ここに発

することとなります。  
このうち厚別には、大谷地、野津幌、下

した

野
の

津
つ

幌
ほろ

、旭町、厚別東、厚別西、厚別川

下、小野幌（大正 2 年に江別町から白石
村に編入）の８つの部が設けられました。 
当時の厚別は、人家はまばらで道路も

ほとんどなく、部の管轄区域を厳密に定

めること自体、大きな意味を有しなかっ

たものと思われますが、3 つの部につい
て、大正 10 年発行の「白石村誌」附図
を基に地図に落としてみました。なお、

川の位置、形状等が現在とは異なること

もあり、正確な表記とはなっていません。 
※ 2 級町村制とは、開発途上にあった北
海道・樺太にのみ適用された地方自治制

度で、住民に公民権はなく、議会の権限

は低く、支庁や道庁などの上級官庁の規

制や強制が直接働くような仕組みです。 

 
○下野津幌部  
  国道 12 号線と野津幌川の交わる辺
りから小野幌小学校とを結びさらに江

別市境まで東進、北広島市境に接しな

がら白石サイクリングロードを青葉中

央通に出たところで左折して札夕線旧

道に達し、厚別南中学校付近で右折し

た後ほぼ南郷通と平行に野津幌川まで

進み国道 12 号線に至る区域。現在の
青葉町、もみじ台、テクノパークのほ

ぼ全域と厚別南及び厚別東の一部を含

む区域。（現在の住居表示となる以前、

副都心は下野幌と呼称されていました

が、附図では旭町部に属しています。） 
○旭町部  
  札夕線旧道の下野津幌部と接する地

点から旧道の始点（セブンイレブン大

谷地店前）をさらに 100ｍ程越え、そ
こから国道 12 号線と平行に信濃中学
校付近まで東進し、その後停車場通と



平行に北上し、安楽寺の西 100ｍ辺り
でＪＲ函館本線厚別跨線橋とを斜めに

結び、さらに線路沿いに野津幌川に達

した後、野津幌川に沿って青葉町 11
丁目まで南下、あとは下野津幌部を境

に西進した区域。  
  現在、厚別中央振興会（旧厚別東部）

の区域内にある智徳寺や大行寺、さら

にはその北の加賀開墾地と呼ばれてい

た地域は、旭町部に属していました。  
○厚別東部  
 信州開墾地と呼ばれていた区域の一

部で、北はＪＲ函館本線、東南は旭町

部に接し、南は大谷地部（厚別中央 3
条 1～2 丁目、４条 2 丁目の一部は大
谷地部に属していました。）に接しなが

ら、安楽寺の西 100ｍ程の地点から西
に向かって厚別川を越え、流通センタ

ーの一部を含む区域。  
 
なお、大正 9 年第 1 回国勢調査による
と、白石村各部の人口は次のとおりです。 
最も大きな部落は旭町で、人口も厚別地

区の方が多かったことがうかがえます。  
 部落名  戸 数  人 口  
米里  ３２戸  １７４人  
上白石  ４６戸  ２７９人  
横町  ６５戸  ４０８人  
中央  ６６戸  ３９３人  
本通  ７２戸  ４６０人  
南郷  ３５戸  ２３３人  

 
白

石

地

区  

北郷  ８６戸  ４４９人  
大谷地  ５６戸  ３４７人  
旭町  １１３戸  ５９１人  
厚別東  ６０戸  ３６６人  
厚別西  ６９戸  ４９２人  
厚別川下  ４１戸  ３０１人  
野津幌  ３３戸  １９５人  
下野津幌  ５１戸  ２９８人  

 
 
厚

別
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小野幌  ５９戸  ４２６人  

1 級村時代 

 昭和 7 年、1 級町村制が施行され、自
治権が大幅に拡大されるとともに、厚別

に９の「区」が設置されました。区は、

部をそのまま継承したほか、新たに本田

区（のち山本区）が設けられ、昭和 25
年 7 月、白石村が札幌市と合併するまで
の 18 年間、1 級村時代が続きます。  
 
部落会の再編と厚別町連合会の結成 

戦後 GHQ の支配下には、戦時中の町
内会組織は民主化にとって脅威であった

ことから解体させられ、町内会で行って

いた行政事務の大部分は、出張所を設置

するなどして町村の管轄となりました。  
ところがサンフランシスコ講話条約の

締結（昭和 26 年 9 月）を機に、町内会
が各地で再編され始めます。  
多くの町内会は、最初は街灯組合や道

路組合として生まれます。当時、世情は

騒然としており、日が暮れれば外を歩く

こともできない不安な状態だったので、

まず街を明るくしようと、近隣が集まっ

て街灯組合を作ったわけです。また、行

政が行う道路普請を、組合が請け負うこ

とで交付金を受け取る制度もありました。 
このように、町民の生活全般を守るため

の自治組織として、これらの組合は町内

会へと発展していきます。  
厚別においては、条約発効前に既に 9
の町内会（東区振興会、旭町町内会、下

野幌町内会、小野幌町内会、上野幌町内

会、大谷地町内会、西区厚信会、山本町

内会、川下町内会）が名称は別にして再

結成されていました（多くの町内会は、

しばらくの間、戦前の部落会の名称をそ

のまま使っていたようです。）。また、そ

れらの町内会相互のつながりを持つ連合

組織として、昭和 26 年 2 月、厚別町連
合会が発足しました。  

 （次号に続く）  


